
石
木
ダ
ム
地
権
者
、
却
下
求
め
る

道
路
工
事
妨
害
禁
止
申
し
立
て
巡
り

石
木
ダ
ム
（
川
棚
町
）
の
建

設
計
画
に
と
も
な
う
付
け
替
え

道
路
工
事
を
め
ぐ
り
、
県
が
地

権
者
ら
お
人
を
相
手
取
り
、
工

事
妨
害
を
禁
止
す
る
よ
う
求
め

た
仮
処
分
申
し
立
て
の
第
1
回

審
尋
が
回
目
、
長
崎
地
裁
佐
世

保
支
部
（
森
岡
礼
子
裁
判
長
）

で
あ
っ
た
。
地
権
者
ら
は
「
道

路
建
設
に
反
対
は
し
て
い
る
が

妨
害
は
し
て
い
な
い
」
と
申
し

立
て
の
却
下
を
求
め
た
。

審
尋
は
非
公
開
。
終
了
後
に

地
権
者
側
の
井
護
団
が
集
会
で

支
援
者
に
報
告
し
た
。
馬
奈
木

昭
雄
団
長
に
よ
る
と
、
お
人
が

そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
と
す
る
妨
害

行
為
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す

る
よ
う
県
側
に
求
め
た
と
い

う
。
県
は
取
材
に
対
し
、
「
審

尋
の
内
容
は
明
ら
か
に
で
き
な

い
」
と
し
た
。
次
回
は
日
月
川
崎

目。
一
方
、
県
収
用
委
員
会
は
四

目
、
地
権
者
4
世
帯
の
農
地
に

つ
い
て
、
県
と
佐
世
保
市
が
出

し
た
強
制
収
用
に
向
け
た
裁
決

申
請
を
受
理
し
た
。
山
月
担
日

の
委
員
会
で
、
裁
決
手
続
き
の

開
始
や
審
理
日
程
に
つ
い
て
話

し
合
う
。
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